
 
岡山県後期高齢者医療広域連合議会 
平成３０年２月定例会提出議案概要 

（平成３０年２月２２日現在） 
 

番  号 件      名 概              要 

議案第 １ 号 平成２９年度岡山県後期高齢者医療広域連合一般

会計補正予算（第１号） 
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，４０６千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７６，７８８千円とするもの。 

議案第 ２ 号 平成２９年度岡山県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２０，５７０，６００千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７４，８８４，０７３千円とするもの。 

議案第 ３ 号 平成３０年度岡山県後期高齢者医療広域連合一般

会計予算 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８０，０９２千円と定めるもの。 

議案第 ４ 号 平成３０年度岡山県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計予算 
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６１，８６４，８１３千円と定めるも

の。 

議案第 ５ 号 岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に

関する条例の一部を改正する条例 

平成３０年度及び平成３１年度の保険料率、平成３０年度以降における賦課限度

額及び保険料軽減措置、住所地特例の法改正に伴う保険料徴収対象者に関して、

条例の一部を改正するもの。 

議案第 ６ 号 岡山県後期高齢者医療広域連合運営審議会設置条

例 
後期高齢者医療制度に関し調査・審議することを目的として、運営審議会を設置

するため、条例を制定するもの。 

議案第 ７ 号 
岡山県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の議

員報酬及び報酬並びに費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 

運営審議会の委員に対する報酬及び費用弁償の額を規定する等のため、条例の一

部を改正するもの。 

議案第 ８ 号 岡山県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例 

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、非常勤職員について、当該

子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に

該当するときは、２歳に達する日まで育児休業をすることができることとするた

め、条例の一部を改正するもの。 

議案第 ９ 号 岡山県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例

の一部を改正する条例 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正を考慮し、個人情報等の

定義に係る規定を整備するため、条例の一部を改正するもの。 
 



 

番  号 件      名 概              要 

議案第１０号 
岡山県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の

議員報酬及び報酬並びに費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

全員協議会に出席した場合において、費用弁償の支給対象とするため、条例の一

部を改正するもの。 

議案第１１号 岡山県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選

任について 空席となっている副広域連合長を関係市町村長から選任するもの。 

議案第１２号 岡山県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任に

ついて 
監査委員が平成３０年２月２３日で任期満了となることに伴い、後任の監査委員

を選任するもの。 


